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第１条 本会の会員に対する会費は、次のとおりとする。

（１） 均等割 １事業者に対し月額

① 一般旅客自動車運送事業者 ３０，０００円

但し、５両未満の会員にあっては２０，０００円とする。
② 特定旅客自動車運送事業者 １５，０００円

（２） 車両割 在籍車両１両につき月額 ９５０円

第２条 前条の会費は、前年度１２月３１日における運輸支局届出在籍車両数

により会長が決し、会費支払通知書を発行して徴収する。

第３条 会費は年４期に分け納付するものとし、その納付期日は会費支払通知

書発行月の月末までとする。

なお、会費支払通知書発行月は、原則として各期の初月とする。

第４条 本会に新規加入するものは、次の入会金を納付するものとする。

（１） 入会時在籍車両１両につき ３０，０００円

（２） 直近決算年度における正味財産合計額を当該決算時点の会

員数で除した金額（１０，０００円未満の端数は切り捨てる

ものとする。）

第５条 会費徴収期の中間において新規加入したものに対する会費は、入会月

から月割により徴収する。

附則

（会費の免除）
１ 令和４年４月分の会費については、均等割及び車両割の全額を免除する。

（入会金の免除）
２ 本会を退会した者で、その退会の翌日から起算して１年以内に再度入会申
込書を会長に提出し、理事会においてこれが承認された場合は、本規程第４
条に定める入会金の全額を免除する。
但し、この適用は、令和５年３月３１日までの退会届を対象とし、再度の

入会申込は令和６年３月３１日を期限とする。


